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商　標　法

第
二
六
条
～
第
三
〇
条

３　

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
行
為
が
不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

　

一　

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保

護
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
（
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第

三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第

六
条
の
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
（
当
該
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等

を
主
な
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
物
等
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
登

録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
」
と
い
う
。）
又
は
そ
の
包
装
に
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
地
理
的
表
示
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
地
理
的
表
示
」

と
い
う
。）
を
付
す
る
行
為

　

二　

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
に
地
理
的
表
示
を
付
し
た
も

の
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸

出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

　

三　

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
関
す
る
広
告
、
価
格
表
若

し
く
は
取
引
書
類
に
地
理
的
表
示
を
付
し
て
展
示
し
、
若
し
く
は

頒
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
内
容
と
す
る
情
報
に
地
理
的
表
示
を
付

し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
行
為
（
登
録
商
標
等
の
範
囲
）


